
 

令和６年度 漬物製造等事業継続支援事業補助金 公募要領 

 

 

１．事業の目的と内容  

 食品衛生法(昭和 22年法律第 233 号)の改正に伴い、漬物製造等の事業継続が困難な事業者

を支援し、地域農業及び関連産業の下支えを図るため、農産物加工品の製造の事業継続に係

る経費の一部を補助します。 

 

２．補助対象者  

農産物加工品の製造及び販売を行う市内の事業者 

 

３．補助対象事業の要件  

①食品衛生法、食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 23 号）又は秋田県食品衛生法 

施行条例（平成 12 年秋田県条例 54 号）に定める基準を満たすための事業であること。 

②横手市産の農産物等を原材料とすること。 

③整備、改修の年度及び翌年から３年間の漬物など製造販売額が維持されること。 

④当該事業に対し、他の機関（国・県等）から補助を受けていないもの。 

 

４．補助対象経費  

食品衛生法、食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 23 号）又は秋田県食品衛生法施

行条例（平成 12 年秋田県条例 54 号）に定める基準を満たすための施設の新設若しくは改修

又は設備の導入に係る経費。 

 ※食品衛生責任者の資格取得等、営業許可取得及び届出に係る事務経費は対象外。 

 

５．補助内容、補助率及び補助上限  

市は、毎年度、予算の範囲内において、次の補助率及び補助上限により補助します。 

・４０万円を上限とし、対象経費(消費税を除く。）の１０分の４以内 

※千円未満切捨て 

※交付決定前の事業着手は、補助の対象としません。 

 

６．補助事業の実施期間  

 交付決定の日から、令和７年２月末日までに完了するようにしてください。 

 

７．提出書類  

 次の書類を、横手市役所農林部食農推進課まで提出してください。 

  ①補助金等交付申請書 

  ②事業計画書 

  ③関連する見積書（写）、製品のカタログ（型式などがわかるもの）（写）など 

   ※上記の他、添付書類として必要と認められる書類。（会員名簿等） 



 

 

８．募集期間  

令和６年４月１日（月）～ 

・事務手続きの都合上、申請される方は事前のご相談をお願いします。 

・相談などを踏まえ、２月末日まで完了が見込まれる事案について受付します。 

 

９．審査  

事業の採択は、ヒアリング、書類審査及び現地確認により決定します。主な審査基準は、

「事業の目的と内容」に合致するか、事業計画に無理がなく実現性があるか等を総合的に判

断します。 

 

10．手続等の流れ  

公募、申請 → ヒアリング、書類審査及び現地確認 → 交付決定 → 事業開始 → 

（変更交付申請、交付決定変更通知）→ 事業終了（事業支出終了） → 実績報告書の提

出 → 補助金検査 → 補助金の請求 → 補助金の支払い → 状況報告（事業終了

後３カ年） 

 

【留意事項】 

 ○補助金交付決定前の事業着手は補助事業の対象と認められません。 

（工事が始まってからの申請や既に工事が完了したものの申請は対象となりませんので 

ご注意ください。 

○補助金は事業終了後の精算払いのため、それまでの間に必要な支払資金を用意する必要 

がありますのでご留意ください。 

 ○事業終了後３年間にわたり事業の実施状況を報告していただきます。 

 

11．その他  

・申請前に必ず横手保健所に整備、改修内容等について相談してください。 

・補助金の採択を約束するものではありませんのでご了承ください。 

 

12．申し込み・問い合わせ先  

横手市役所農林部食農推進課 

〒013-0354 横手市大雄字狐塚 253 番地（横手市園芸振興拠点センター内） 

電話： ０１８２－３５－２２６７ ＦＡＸ：０１８２－５２－２７２７ 


